
協定項目 １３ 協議項目 組織及び機構の取扱い 檜山北部３町合併協議会資料 

３町の現況（平成１６年４月１日現在） 

大 成 町 瀬 棚 町 北檜山町 
○町長部局（75） 
１ 総務課（11） 
２ 財政課（7） 
３ 町民課（19） 
  ①町民課（15） 
  ②保育園（4） 
４ 建設課（8） 
５ 産業課（7） 
６ 出納室（1） 
７ 国保病院（20） 
８ 水産種苗育成センター（2） 
 
 
 
 
 
 
○上記以外（12） 
１ 教育委員会（10） 

 ①学習振興課（5） 
 ②給食センター（1） 
 ③小・中学校、高等学校（4） 

２ 議会事務局（2） 
３ 農業委員会事務局（②） 
４ 監査委員事務局（②） 
５ 選挙管理委員会事務局（⑤） 
 
 
 
 
 
 
○檜山広域行政組合派遣 
１ 大成消防署（1） 
 
 
職員数合計  88 人 
 

○町長部局（89） 
１ 総務町民課（10） 
２ 財政税務課（6） 
３ 児童保育課（10） 
４ 保健福祉課（11） 
  ①保健福祉課（7） 

②在宅介護支援センター（3） 
③生活支援ハウス（1） 

５ 医療センター（23） 
６ 養護老人ホーム三本杉荘（10） 
７ 産業振興課（10） 
８ 建設水道課（8） 
９ 出納室（1） 
 
 
 
 
○上記以外（11） 
１ 教育委員会（8） 
 ①教育委員会事務局（6） 
 ②給食センター（1） 
③高等学校（1） 

２ 議会事務局（2） 
３ 農業員会事務局（②） 
４ 監査委員事務局（①） 
５ 選挙管理委員会事務局（1） 
 
 
 
 
 
 
○檜山広域行政組合派遣 
１ 瀬棚消防署（0） 
 
 
職員数合計 100 人 

町長部局（114） 
１ 総務課（10） 
２ 企画商工観光課（8） 
３ 財政課（9） 
４ 町民課（12） 
５ 保育所（8） 
６ 農林水産課（9） 
７ 建設水道課（11） 
８ 健康センター（①） 
９ 在宅介護支援センター（3）
10 農村改善センター（①） 
11 農林漁家高齢者センター （①）

12 農業センター（2） 
13 出納室（2） 
14 国保病院（40） 
 
 
○上記以外（16） 
１ 教育委員会（12） 
 ①生涯学習課（8） 
 ②給食センター（1） 
 ③幼稚園（3） 
 ④情報センター（③） 
 ⑤青少年センター（①） 
 ⑥青少年婦人研修所（①） 
 ⑦町民体育館（①） 
２ 議会事務局（2） 
３ 農業委員会事務局（2） 
４ 監査委員会（②） 
５ 選挙管理委員会（⑥） 
 
 
○檜山広域行政組合派遣 
１ 北檜山消防署（1） 
 
 
職員数合計 131 人 

※１ 医師、歯科医師、高等学校の学校長及び教員を除く一般職員の実数としています。 
 ２ 兼務などがある場合は主たる業務に人数を掲載しています。 
３ 兼務だけの場合は①、②で掲載しています。 

 



新町の組織及び機構の整備方針 
 
１．基本的な考え方 

  新町において総合的な行政サービスが提供できるよう、支所となる旧町の役場を有効

活用し、窓口業務のほか、住民生活に密着した業務及び地域振興に関する業務を行うな

ど、行政サービスが低下しないよう十分配慮した組織・機構とするものとする。 

  なお、新町の行政組織・機構の整備に関しては、行政サービス水準の維持に努めるよ

う、次の方針により整備するものとする。 

 

２．整備方針 

 （１）北檜山町役場を本庁舎とし、大成町役場及び瀬棚町役場にそれぞれの行政区域を

所管する支所を置く。 

 （２）合併後の多様な行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構とする。 

 （３）町民の声を適正に反映できる組織・機構とする。 

 （４）町民にわかりやすく、利用しやすい組織・機構とする。 

 （５）指揮命令系統を簡素化し、責任の所在が明確な組織・機構とする。 

 （６）簡素で効率的な組織・機構とする。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大成町組織機構図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

総務課

助 役

政策広報係 1 人

総務課付 1 人

交通住民運動係１ 

財政課
財政経理係１人

税務係 2 人

町民課

主幹 

課長

課長 補佐

課長 補佐

福祉係 2 人
国民健康保険係 2 人 

戸籍年金係 2 人

介護保険係 3 人

保健衛生係 4 人

保育士 2 人 園長

建設管理係 3 人

上下水道係 3 人
建設課 課長 補佐

農林係 2 人

水産係 1 人

商工労働観光係 1 人
産業課 課長 補佐

主幹 

水産種苗セン

ター場長（1）
庶務科

貝類科

庶務係 1 人

種苗生産係（2）

収入役 出納係 1 人

国民健康保険病院 院長 副院長 事務長
庶務係 1 人

医事係 2 人

診
療
部
門 

薬局長 
診療放射線科長 

物診技師１人

検査技師１人

看護師長 副看護師長（0） 看護師

10 人 

主幹 

主幹

主幹

調理員 1 人

総務係 4 人

参事

科長 

魚類係（1）

栄養士１人 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 係名には係長、主査、主任、主事、主事補、公務補などを含んだ人数を掲載しています。 

 ２ 兼務だけの場合は（ ）に兼務数を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議    会 事務局 事務局長 主事１人

選挙管理委員 事務局 書記（4）

監査委員 事務局 事務局長（1） 書記（1）

農業委員会 事務局 事務局長（1）

書記長（1）

書記（1）

教育委員会 教育長 学習振興課 課長

総務係 1 人
学校教育係 1 人

社会教育係 2 人

大成高校 2 人

大成中学校 1 人

久遠小学校 1 人

給食センター係 1 人給食センター長（1）

文化体育係（2）



瀬棚町組織機構図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

総務町民課

助 役

町づくり推進係 2 人 
総務係 2 人(1)

生活安全係 1 人

財政税務課

財政係 2 人 
税務係 1 人(1)

児童保育課

補佐課長

課長 主幹

課長 補佐

児童福祉係 1 人 

保育推進係 1 人 

福祉係 1 人（1）
保健推進係 4 人

国保医療係(1)

在宅介護支援係 2 人在宅支援センター所長

看護師 11 人

薬剤師 1 人

副所長

歯科診療所長

訪問看護ステーション所長

次長
総務係１人

生活指導係 6 人

補佐
戸籍年金係 2 人

経理係 1 人

保健福祉課

医科診療所長 放射線技師 1 人

訪問看護ステーション係(1)

養護老人ホーム三杉荘所長

課長 瀬棚保育所 6 人

馬場川保育所 1 人

島歌保育所 0 人

公衆温泉浴場(3)

生活支援ハウス所長 生活支援係 1 人

理学療法士 1 人

作業療法士 1 人

医
療
セ
ン
タ
ー 歯科衛生士

歯科技工士

医科事務係 3 人
事務長

歯科事務係 1 人

看護師１人 
理学療法士(1) 
作業療法士(1) 

看護師１人

課長（派遣）

道派遣



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 係名には係長、主査、主任、主事、主事補、公務補などを含んだ人数を掲載しています。 

 ２ 兼務だけの場合は（ ）に兼務数を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入役 出納係 1 人

議会 事務局 事務局長
庶務係

選挙管理委員 事務局 書記（5）

監査委員 事務局 事務局長（1） 書記（1）

農業委員会 事務局 事務局長（1）

書記長

書記（1）

教育委員会 教育長 事務局
総務係１人 
学校教育係(1) 

社会教育係 1 人

社会体育係 1 人

給食係(1)給食センター長（1）

産業振興課 課長

補佐

主幹

補佐

農業振興係3人

産業振興係 1 人

水産振興係１人(1)
商工観光係 1 人(1)

建設水道課 補佐

管理係 1 人

土木係 1 人

建築係 1 人

水道係 3 人

課長

議事係（1）

事務局長 次長

次長

瀬棚商業高校事務長

次長

事務係（臨時）



北檜山町組織機構図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

総務課

助 役 

職員厚生係 1 人

総務係 3 人

管財係 2 人

企画商工観光課

企画調整係 1 人

町づくり推進係 1 人

町民課

課長 補佐

課長 補佐

課長 補佐

調査統計係 1 人

福祉係 3 人

介護保険係（3）
環境衛生係 1 人

事務(1) 

農政係 2 人

耕地整備係 1 人
農林水産課 課長 補佐

管理係 2 人

土木係 1 人

建築係 1 人

出納室 出納係 1 人

IT 推進係（3）

広報公聴係 1 人

商工労働係 2 人

観光公園係（2）
新エネルギー係（2）

財政係 2 人

経理係 1 人

税務係 4 人

財政課 課長 補佐

年金係 1 人

町民係 2 人

国保医療係 1 人

町民生活係(2)

保健指導係 3 人主幹 

主幹 

補佐

保育所所長 保育士 6 人

栄養士 1 人

主幹 

林政係 2 人

水産係 1 人

畜産係(2)

主幹 

主幹 

補佐課長
都市計画係(1)
水道係 1 人

車両係(1)

下水道係 2 人

温泉係（2） 

建設水道課

室長

書記参事



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険病院 院長 副院長 事務長

庶務係 1 人

医事係 1 人

薬局長

臨床検査室長

看護師長

議    会 事務局 事務局長 書記 

選挙管理委員 事務局 書記（5）

監査委員 事務局 書記（2）

農業委員会 事務局 事務局長

書記長（1）

総務係

教育委員会 教育長 生涯学習課 課長

総務係 2 人

学校教育係 1 人

社会教育係 1 人

北檜山小学校1人
北檜山中学校1人

学校給食係(1)給食センター所長（1）

健康センター所長（1）

在宅介護支援センター所長（1） 在宅介護支援センター業務 3 人

農村環境改善センター所長（1）

農林漁家高齢者センター（1）

農業センター所長（1） 農業センター業務 2 人

主幹

給食係 3 人

内科医長

歯科医長 理学診療科室長 

歯科係 1 人

薬局係 1 人

放射線係 2 人

臨床検査係 1 人

物療係(1)
看護係 22 人

看護助手 2 人

補佐 

スポーツ係(3)

主幹

幼稚園園長(1) 主任教諭 教諭 2 人

情報センター所長（1） 副所長（1） 情報センター業務(1)

青少年婦人研修所所長（1）

町民体育館館長（1）

青少年センター所長（1）

※１ 係名には係長、主査、主任、主事、主事補、公務補などを含んだ人数を掲載しています。 

 ２ 兼務だけの場合は（ ）に兼務数を掲載しています。 



先 進 事 例 
 

■加美町（宮城県／平成 15 年 4 月 1日 新設合併） 

新町の事務組織及び機構は、次の方針に従い整備する。 

１ 事務組織及び機構は、簡素で住民にわかりやすく利用しやすいものとし、小野田町及び宮崎町に

それぞれの行政区域を所管する支所を置くとともに、支所に総合窓口を設ける。 

２ 現宮崎町賀美石出張所は廃止する。 

３ 地方分権時代における行政課題に迅速かつ的確に対応できるように、政策立案機能の強化と責任

の明確化が図られ、かつ住民に対してより透明な事務の執行体制となる組織・機構とする。 

４ 現在、３町全てに設置されている附属機関は、原則、新町において設置するものとする。 

 

■東かがわ市（香川県／平成 15 年 4 月 1日 新設合併） 

新市の事務機構及び組織は、次の方針に従い整備する。 

１ 当面の３町の役場庁舎は分庁舎として有効活用するとともに、現引田町役場及び現大内町役場に

は、それぞれの行政区域を所管する支所を置く。 

２ 現白鳥町五名支所及び現白鳥町福栄支所は、それぞれ出張所とする。 

３ 事務機構及び組織は、効率的で住民にわかりやすく、利用しやすいものとし、本庁及び支所に総

合窓口を設ける。 

４ 附属機関は、３町ともに置かれているものについては統合し、２町又は１町のみ置かれているも

のについては実情を考慮し整備する。 

５ 事務の執行体制については、地方分権時代における行政課題に迅速かつ的確に対応するため、グ

ループ制を導入する。 

 

■神流町（群馬県／平成 15 年 4 月 1日 新設合併） 

（１）中里村に支所を設置する。住民サービスの低下をきたさないような支所機能の検討に合わせ、

また、「神流町」において新たに実施することになる建設計画の事業内容に合わせ、両町村長が

別途、全体の行政組織機構を検討する。 

（２）各種行政委員会の取扱いについては、各根拠法令に基づいて調整する。 

（３）庁議等の庁内調整組織は「神流町」において検討する。 

 

■あさぎり町（熊本県／平成 15 年 4 月 1日 新設合併） 

（１） 新町の組織については、住民サービスが低下しないように十分に配慮する。 

（２） 新町の組織・機構の整備については、「新町における行政組織・機構の整備方針に基づき整備

する。 

<新町における行政組織・機構の整備方針> 

新町における行政組織・機構は次により整備するものとする。 

 新町における行政組織・機構については、合併の趣旨を踏まえ合併の効果を最大限に生かすため、

できる限り組織・機構の統合一元化を進める必要がある。このため、合併時における行政組織・機構

については、次の事項を基本として整備するものとする。 

（１）町民が利用しやすく、町民の声を適正に反映することができる組織・機構 

（２）指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織。機構 

（３）新町建設計画を円滑に遂行できる組織・機構 

（４）行政課題や緊急時に即応できる機能的な組織・機構 

 

 

 



調整の内容（例示） 

協議事項 組織及び機構の取扱い 関係項目  

新町の組織及び機構については、「新町の組織及び機構の整備方針」に基づき整備するものとする。

 

<新町の組織及び機構の整備方針> 

１．基本的な考え方 

  新町において総合的な行政サービスが提供できるよう、支所となる旧町の役場を有効活用し、窓

口業務のほか、住民生活に密着した業務及び地域振興に関する業務を行うなど、行政サービスが低

下しないよう十分配慮した組織・機構とするものとする。 

  なお、新町の行政組織・機構の整備に関しては、行政サービス水準の維持に努めるよう、次の方

針により整備するものとする。 

 

２．整備方針 

 （１）北檜山町役場を本庁舎とし、大成町役場及び瀬棚町役場にそれぞれの行政区域を所管する支

所を置く。 

 （２）合併後の多様な行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構とする。 

 （３）町民の声を適正に反映できる組織・機構とする。 

 （４）町民にわかりやすく、利用しやすい組織・機構とする。 

 （５）指揮命令系統を簡素化し、責任の所在が明確な組織・機構とする。 

（６）簡素で効率的な組織・機構とする。 

 



組織及び機構の取扱いについて

調整の内容（案）

新町の組織及び機構については 「新町の組織及び機構の整備方針」に、

基づき整備するものとする。

《新町の組織及び機構の整備方針》

１・基本的な考え方

新町において総合的な行政サービスが提供できるよう、支所となる旧

町の役場を有効活用し、窓口業務のほか、住民生活に密着した業務及び

地域振興に関する業務を行うなど、行政サービスが低下しないよう十分

配慮した組織・機構とするものとする。

なお、新町の行政組織・機構の整備に関しては、行政サービス水準の

維持に努めるよう、次の方針により整備するものとする。

２・整備方針

（１）北檜山町役場を本庁舎とし、大成町役場及び瀬棚町役場にそれぞ

れの行政区域を所管する支所を置く。

（２）合併後の多様な行政問題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構

とする。

（３）町民の声を適切に反映できる組織・機構とする。

（４）町民にわかりやすく、利用しやすい組織・機構とする。

（ ） 、 。５ 指揮命令系統を簡素化し 責任の所在が明確な組織・機構とする

（６）簡素で効率的な組織・機構とする。


